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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

20日・春分の日 国　税／�令和7年分所得税等の確定
申告� 2月16日〜3月16日

国　税／�個人の青色申告の承認申請
� 3月16日

国　税／�贈与税の申告�
� 2月1日〜3月16日

国　税／�2月分源泉所得税の納付�
� 3月10日

国　税／�個人事業者の令和7年分消
費税等の確定申告� 3月31日

国　税／�1月決算法人の確定申告�
（法人税・消費税等）�3月31日

国　税／�7月決算法人の中間申告�
� 3月31日

国　税／�4月、7月、10月決算法人の消
費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 3月31日

地方税／�個人の都道府県民税、市区
町村民税、事業税（事業所
税）の申告� 3月16日

　スマホ申告でマイナンバーカードを利用する際は、電子証明書
の有効期限にご注意ください。マイナンバーカードの有効期限は
発行から10回目の誕生日（18歳以上の場合）までですが、電子証
明書は5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限は券面の
記載またはマイナポータルで確認することができます。

電子証明書の有効期限
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が
伝
わ
る
企
業
ほ
ど
、
価
値
観
が
合

う
人
材
が
集
ま
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

三
　
採
用
活
動
の
強
化

　

採
用
環
境
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、

中
小
企
業
が
人
材
を
確
保
す
る
に

は
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
広
げ
、
採
用
手

法
を
多
様
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
ず
若
年
層
の
採
用
で
は
、
職

場
見
学
会
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が

有
効
で
す
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
S
N
S
等
で
社
員
の
働
き
方
や

成
長
事
例
を
発
信
す
る
こ
と
も
効
果

が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
中
途
採
用
で
は
、
即
戦
力

人
材
の
獲
得
が
狙
い
と
な
り
ま
す
。

求
人
媒
体
だ
け
で
な
く
、人
材
紹
介
、

副
業
・
兼
業
人
材
の
活
用
も
有
効
で

す
。
専
門
性
を
持
つ
副
業
人
材
を
短

期
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
迎
え
る
こ
と

で
、
社
内
に
新
し
い
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄

積
さ
れ
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。

　

シ
ニ
ア
人
材
も
、
柔
軟
な
働
き
方

を
用
意
す
る
こ
と
で
技
術
伝
承
や
若

手
育
成
に
貢
献
し
ま
す
。

　

ま
た
、
採
用
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の

の
改
善
も
重
要
で
す
。
選
考
の
ス

ピ
ー
ド
、
面
接
で
の
双
方
向
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
内
定
後
の
フ
ォ
ロ
ー

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

一
　
自
社
の
課
題
を
可
視
化

　

中
小
企
業
の
現
場
で
は
「
売
上
が

伸
び
な
い
」、「
新
規
顧
客
が
開
拓
で

き
な
い
」、「
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ま
な

い
」
と
い
っ
た
経
営
課
題
が
掲
げ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は

人
材
に
関
す
る
問
題
が
潜
ん
で
い
ま

す
。
例
え
ば
、
販
路
開
拓
が
進
ま
な

い
背
景
に
は
営
業
人
材
の
不
足
、
商

品
開
発
の
停
滞
に
は
企
画
・
技
術
人

材
の
育
成
不
足
、
生
産
性
の
低
さ
に

は
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
改
善
を
主
導
で

き
る
人
材
の
不
在
が
影
響
し
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
採
用
が
う
ま
く
い
か
な

い
」、「
若
手
が
定
着
し
な
い
」
と
い

う
悩
み
も
、
自
社
の
魅
力
を
十
分
に

発
信
で
き
て
い
な
い
、
入
社
後
の
育

成
体
制
が
弱
い
、
評
価
基
準
が
不
透

明
と
い
っ
た
内
部
状
況
に
起
因
し
ま

す
。

　
「
ど
の
人
材
が
不
足
し
て
い
る
の

か
」、「
な
ぜ
人
が
育
た
な
い
の
か
」、

「
離
職
の
実
態
は
ど
う
か
」と
い
う
人

材
面
か
ら
分
析
し
直
す
こ
と
で
、
根

本
的
な
改
善
策
が
見
え
て
き
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

二
　
採
用
前
の
準
備（
自
社
の
魅
力
・

人
材
像
・
役
割
の
明
確
化
）

　

採
用
活
動
を
上
手
に
進
め
る
た
め

に
は
、
求
人
を
出
す
前
の
準
備
が
重

要
で
す
。
中
小
企
業
の
場
合
、
求
め

る
人
物
像
や
役
割
が
曖
昧
で
あ
る
こ

と
、
自
社
の
魅
力
が
十
分
に
言
語
化

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
採
用
が
う

ま
く
い
か
な
い
一
因
と
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
、「
ど
の
業
務
を
担
っ
て

も
ら
い
た
い
の
か
」、「
ど
の
よ
う
な

ス
キ
ル
・
価
値
観
を
求
め
る
の
か
」

を
明
確
に
す
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み

ま
し
ょ
う
。

　

次
に
、
自
社
の
強
み
や
魅
力
を
棚

卸
し
し
、「
仕
事
内
容
」、「
成
長
機

会
」、「
働
き
や
す
さ
」
の
3
点
を
中

心
に
整
理
し
ま
す
。
中
小
企
業
は
資

源
が
限
ら
れ
ま
す
が
、
裁
量
の
大
き

さ
や
職
場
の
一
体
感
な
ど
独
自
の
魅

力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
具

体
的
な
言
葉
で
発
信
す
る
こ
と
で
、

応
募
者
は
働
く
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
や

す
く
な
り
ま
す
。

　

ミ
ッ
シ
ョ
ン
／
ビ
ジ
ョ
ン
／
バ
リ
ュ
ー

を
採
用
活
動
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も

効
果
的
で
す
。「
ど
ん
な
会
社
を
目

指
し
、何
を
大
切
に
し
て
い
る
の
か
」

中
小
企
業
の
人
材
活
用

中
小
企
業
の
人
材
活
用

　

近
年
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
は
人
口
減
少
に
よ
る
労

　

近
年
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
は
人
口
減
少
に
よ
る
労

働
力
不
足
や
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
、
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
大

働
力
不
足
や
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
、
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
大

き
な
変
化
に
直
面
し
て
お
り
、
従
来
の
や
り
方
で
は
、
競
争
力

き
な
変
化
に
直
面
し
て
お
り
、
従
来
の
や
り
方
で
は
、
競
争
力

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
で
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
採

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
で
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
採

用
難
や
若
手
の
早
期
離
職
、
育
成
の
遅
れ
と
い
っ
た
人
材
課
題

用
難
や
若
手
の
早
期
離
職
、
育
成
の
遅
れ
と
い
っ
た
人
材
課
題

は
、
企
業
の
成
長
を
阻
む
要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

は
、
企
業
の
成
長
を
阻
む
要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
中
小
企
業
庁
の
「
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者　

　

今
回
は
、
中
小
企
業
庁
の
「
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者　

人
材
活
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
踏
ま
え
な
が
ら
、
採
用
・
育
成
・

人
材
活
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
踏
ま
え
な
が
ら
、
採
用
・
育
成
・

定
着
の
流
れ
に
沿
っ
て
人
材
活
用
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
す
。

定
着
の
流
れ
に
沿
っ
て
人
材
活
用
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
す
。
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な
ど
、
小
さ
な
改
善
が
応
募
者
の
印

象
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
広
い
視
野
で
多
様
な
人
材
に

目
を
向
け
る
こ
と
が
、
採
用
力
の
向

上
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

四
　
早
期
離
職
を
防
ぐ
体
制
の
整
備

　

採
用
後
の
最
初
の
期
間
（
例
：
試

用
期
間
3
か
月
）
は
、
定
着
率
を
左

右
す
る
重
要
な
時
期
で
す
。
若
手
の

早
期
離
職
が
生
じ
る
背
景
に
は
、「
何

を
す
れ
ば
良
い
か
分
か
ら
な
い
」、「
相

談
で
き
る
相
手
が
い
な
い
」、「
期
待

さ
れ
て
い
る
役
割
が
曖
昧
」
と
い
っ

た
不
安
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
欠
か
せ
な
い

の
が
、
体
系
的
な
新
入
社
員
の
支
援

で
す
。
入
社
時
に
業
務
の
全
体
像
や

役
割
期
待
を
丁
寧
に
共
有
し
、
小
さ

な
成
功
体
験
を
積
ま
せ
る
こ
と
が
有

効
で
す
。
ま
た
、
メ
ン
タ
ー
制
度
や

1
o
n
1
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
通
じ
て
、

疑
問
や
悩
み
を
気
軽
に
相
談
で
き
る

環
境
を
整
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

孤
立
感
を
減
ら
し
、
安
心
し
て
業
務

に
向
き
合
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

早
期
離
職
の
要
因
で
あ
る
「
人
間
関

係
の
不
安
」や「
仕
事
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
」

を
予
防
で
き
ま
す
。

入
社
員
だ
け
で
な
く
既
存
社
員
に
も

有
益
で
す
。

　

さ
ら
に
、
学
ん
だ
内
容
を
社
内
に

共
有
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
で
、

学
習
内
容
が
組
織
全
体
の
知
識
と
し

て
蓄
積
さ
れ
、
学
び
の
サ
イ
ク
ル
が

持
続
し
ま
す
。
学
ぶ
人
を
評
価
し
、

共
有
を
促
す
文
化
が
、
人
材
育
成
の

定
着
に
向
け
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

六
　
心
理
的
安
全
性

　
「
人
間
関
係
へ
の
不
安
」、「
相
談

し
に
く
い
雰
囲
気
」、「
失
敗
が
許
さ

れ
な
い
職
場
風
土
」
と
い
っ
た
心
理

的
要
因
は
、
若
手
社
員
の
離
職
に
つ

な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
問
題
を
解
消
す
る
鍵
が
「
心
理
的

安
全
性
」
で
す
。
心
理
的
安
全
性
と

は
、
意
見
や
疑
問
を
自
由
に
表
明
で

き
、
失
敗
を
恐
れ
ず
挑
戦
で
き
る
状

態
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

心
理
的
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る

と
、社
員
の
主
体
性
が
高
ま
り
、チ
ー

ム
の
学
習
速
度
も
向
上
し
ま
す
。
業

務
上
の
気
づ
き
を
共
有
し
や
す
く
な

り
、
ミ
ス
の
早
期
発
見
や
改
善
提
案

に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
上
司
が

一
方
的
に
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、

対
話
で
役
割
期
待
や
目
標
を
す
り
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
納
得
感
の
あ
る
働

き
方
が
実
現
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、建
設
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
も
重
要
で
す
。「
ど
う
す
れ
ば
よ

り
良
く
で
き
る
か
」
を
一
緒
に
考
え

る
姿
勢
が
成
長
意
欲
を
引
き
出
し
ま

す
。「
安
心
し
て
挑
戦
で
き
る
チ
ー
ム
」

は
離
職
率
が
低
く
、
生
産
性
も
高
ま

る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
心
理
的
安
全

性
の
向
上
は
、
組
織
力
を
高
め
る
う

え
で
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

七
　
お
わ
り
に

　

中
小
企
業
が
持
続
的
に
成
長
し
て

い
く
た
め
に
は
、
採
用
・
育
成
・
定

着
を
切
り
離
し
て
考
え
る
の
で
は
な

く
、
一
貫
し
た
人
材
戦
略
と
し
て
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
採

用
で
は
自
社
の
魅
力
や
役
割
を
明
確

に
し
、
入
社
後
の
支
援
体
制
で
早
期

離
職
を
防
ぎ
、
育
成
文
化
と
心
理
的

安
全
性
の
あ
る
組
織
づ
く
り
に
よ
っ

て
、
従
業
員
が
成
長
し
続
け
る
環
境

を
整
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
継
続
的
に

定
着
さ
せ
る
こ
と
が
、
人
材
難
の
時

代
に
お
け
る
企
業
競
争
力
の
源
泉
と

な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

五
　
人
材
育
成
と
学
び
直
し

　

中
小
企
業
に
お
い
て
「
人
が
育
た

な
い
」
と
さ
れ
る
背
景
に
は
、「
教

え
る
時
間
が
な
い
」、「
育
成
が
現
場

任
せ
」
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
解
消
す
る
に
は
、
O
J
T

と
O
f
f

−

J
T
を
組
み
合
わ
せ

た
体
系
的
な
育
成
が
有
効
で
す
。

　

O
J
T
で
は
、
業
務
手
順
の
見

え
る
化
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
が
重
要
で

す
。作
業
手
順
書
、チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
、

動
画
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
の
整
備
に
よ
っ

て
、
教
え
る
者
が
異
な
っ
て
も
一
定

の
レ
ベ
ル
で
習
得
で
き
る
環
境
を
つ

く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
技

術
伝
承
の
優
先
順
位
を
明
確
に
し
、

計
画
的
に
若
手
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
で

属
人
化
の
解
消
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

次
に
、
O
f
f

−

J
T
（
社
外
研

修
・
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
・
資
格
取
得

支
援
等
）を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

現
場
で
は
補
い
に
く
い
知
識
や
ス
キ

ル
を
習
得
で
き
ま
す
。

　

近
年
、
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る

の
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
応
し
た
リ

ス
キ
リ
ン
グ
で
す
。
I
T
ツ
ー
ル
の

活
用
、
デ
ー
タ
分
析
そ
の
他
の
デ
ジ

タ
ル
化
に
関
す
る
基
礎
知
識
は
、
新
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　令和８年度より、国は、少子化対策を強
化する中で「子ども・子育て支援金制度」
と「こども誰でも通園制度」を創設し、就
労と子育ての両立を後押しすることとしま
した。企業側では概要を理解しておくこと
で、従業員への案内や福利厚生の見直しの
際に役立つこととなるでしょう。
◆子ども・子育て支援金制度
　「子ども・子育て支援金」は、医療保険
制度を通じて徴収され、企業及び被保険者
（従業員）は健康保険料に上乗せする形で
拠出します。
〈この支援金を財源とする支援の例〉
・　児童手当の増額
・　妊婦のための支援給付
・　共働き・共育てを推進するための経済
支援（出生後休業支援給付・育児時短就
業給付、国民年金第１号被保険者の育児
期間中保険料免除（R8.10～））

・　乳児等のための支援給付（こども誰で
も通園制度）　など
　なお、支援金は、医療・介護の徹底した
歳出改革と賃上げによる実質的な社会保険
負担軽減効果の範囲内で導入することとし
ており、令和８年度から令和10年度にか
けて段階的に構築することとされています。
※　この支援金の額など徴収に関すること
は各医療保険者にご確認ください。
※　従来からある「子ども・子育て拠出金
（事業主のみ負担）」とは異なる制度であ
り、支援金は働く者も含めた社会全体で
負担する制度です。
◆こども誰でも通園制度
　「こども誰でも通園制度」は、保護者の
就労状況にかかわらず、保育所等に通って
いない０歳６か月～３歳未満の子が短時間
（月10時間）の保育サービスを利用できる
制度です。既存の保育所や認定こども園な
どの余裕枠を活用するため、特に育休明け
前の短時間通園や家庭保育が中心の家庭の
支援につながることが想定されています。
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　新年度に向け、労働環境の向上や見直し
を進めている企業もあることでしょう。
　令和8年4月より労働施策総合推進法が
改正され、事業主は、治療と就業の両立を
支援するため必要な措置を講ずるよう努め
なければならないとされました。
　就業による症状の増悪等を防止し、治療
と就業との両立を支援するため、当該労働
者からの相談に応じ、適切に対応するため
に必要な体制の整備その他の必要な措置を
講ずるように努めるというものです。
　これらの措置は、労働者の不安解消・安
心して働ける職場へとつなげていくことの
できる施策の１つとも言えます。
　厚生労働省ホームページ内の「治療と仕
事の両立について」では、両立支援のため
のガイドライン、主治医への情報提供や意
見を求める際の様式例、病状に応じた留意
事項などがまとめられています。支援策を
講じる際にご活用ください。

3月の労務 ピックアップ  
治療と仕事の両立支援（努力義務）


